
 

特定小型原動機付き自転車とは？ 

☑大きさや装備が基準を満たす 

☑ナンバープレート、自賠責保険必須 

☑運転できるのは 16歳以上 

☑車道の左側端を 20km/h以下 

☑歩道走行可の基準を満たした車体以外は 

 歩道を通行できない（基準を満たした車体は６km/h以下走行) 

      

※自転車道、 

 自転車専用通行帯を含む 

公道走行可能な基準を 

満たす特定小型原動機付

自転車には以下のシール

が貼られています。 
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